
健康だよ
り今年から運

動週間

始めません
か？

　寒くて動きたくなくなる季節ですが、年末年始で鈍った体に元気を取り戻しましょう。須恵町では働き
世代において、運動習慣のある人が少ないことが課題の一つです。今回はウォーキングラリーの実施前に
歩き方講座を開催します。ぜひ参加して、一緒に運動習慣を身につけましょう。

エントリー受付期間
2月1日（日）～
14日（土）

ウォーキングラリー	
実施期間

2月15日（日）～
28日（土）

▶ ル ー ル
　エントリー後、ラリー期間中に各自で歩いて、その歩数の累積でランキングを公表します。

▶ 結果発表
　ランキング上位10人を、3月下旬にホームページおよびアプリ内のお知らせで発表します。

▶ 賞　　品
　参加者の中から抽選で10人にささやかなプレゼントを送付します。
　※当選者には登録のメールアドレスにご連絡します。
　「ふくおか健康ポイントアプリ」のダウンロードやエントリー方法は、須恵町ホームページをご覧
ください。

　ウォーキングは、ダイエットや血圧・血糖値改善、ストレス軽減にも効果的な全身を使う有酸
素運動です。この歩き方講座では、運動のプロから正しい姿勢と歩き方を実践形式で学びます。
この機会に、週1回からウォーキングを始めませんか？

  日　　時  　2月14日（土）　9時30分～11時（受け付け 9時～）

  場　　所  　アザレアホール3階　大会議室

  対 象 者  　20歳～65歳までの人

  持参するもの  　飲み物、タオル

  予約方法  　WEBもしくは電話　※事前予約制、先着30人まで（お子さんの参加も可）

  そ の 他  　動きやすい服装、運動靴でお越しください。

第4回 須恵町ウォーキングラリー with

問健康増進課 保健予防係　☎ 933-6425（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線173）

姿勢改善！ 代謝UP！ 歩き方講座
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　下記の利用料無償化や待機児童支援助成金の対象となっている人は、3か月ごとの手続きが必要です。
利用料などの種類 対象児童 必要な手続き

❶届出保育施設の
　利用料

◦3歳～5歳児
◦ 0歳～2歳児

の非課税世帯

  10月～12月分利用料償還払いの申請  
※ ❶～❸の利用料無償化の対象となるためには、事前に認定を受ける必要があ

ります。
※ 認定を受けた後の償還払いの申請について、詳しくは認定通知書に同封した

書類をご覧ください。

❷私立幼稚園の
　預かり保育利用料
❸認定こども園1号の
　預かり保育利用料

❹第3子以降保育料
　無償化事業補助金

第3子以降の
0歳～2歳児

  10月～12月分保育料償還払いの申請  
※無償化の対象となるためには、事前に認定を受ける必要があります。
※ 認定を受けた後の償還払いの申請について、詳しくは認定通知書に同封した

書類をご覧ください。

❺待機児童支援助成金 認可保育施設
の待機児童

  10月～12月分の助成金申請  
継続して対象の人には、前回の（不）交付決定通知書に申請書を同封しています。
初めて申請する人、前回申請していない人は、役場1階 子育て支援課で申請書
を受け取ってください。
※ ❶または❹に該当する人で、認可保育園が待機となっており、届出保育施設・

企業主導型保育事業所の利用料が無償化の限度額を超える人は、その差額を
❺で申請してください。

▼申請締め切り日　1月30日（金）まで（❶～❺全て共通の締め切りとなります。）
※申請の対象かどうか分からないなど、ご不明な点がありましたら、子育て支援課へお問い合わせください。

問 子育て支援課 子育て係　☎ 932-1459（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線153）

幼児教育・保育無償化に伴う利用料および待機児童
支援助成金等の申請について 令和7年10月～12月分

◦国民健康保険に加入している人
　令和7年11月・12月診療分の医療費
通知（医療費のお知らせ）を2月下旬ご
ろに発送する予定です。

　ご注意ください
◦ 医療機関からの情報受け渡しの時期

により、通知に記載されていないこ
とがあります。「医療費控除の明細
書」を作成する場合は、領収書に基づ
き内容を追加してください。

◦ 通知が届く前に確定申告をする際に
は、医療機関の領収書を確認の上、

「医療費控除の明細
書」を作成してくだ
さい。

◦後期高齢者医療保険に加入している人
　令和7年8月から11月診療分の医療費通知を2月中旬ごろに発送す
る予定です。

　ご注意ください
◦ 令和7年12月診療分の通知は確定申告期間までに届きません。ま

た、医療機関からの情報受け渡しの時期により、通知に記載されて
いないことがあります。「医療費控除の明細書」を作成する場合は、
領収書に基づき内容を追加してください。

◦ 通知が届く前に確定申告をする際には、医療機関の領収書を確認の
上、「医療費控除の明細書」を作成してください。

◦ 通知作成日時点で亡くなっている人の通知は発送されません。役場
1階 住民課窓口での再発行の手続きにより、相続人代表者に発行が
できます。申請から再発行分の発送までは、約3週間を要します。

◦ 紛失などの事由により、再発行を希望する場合は、役場1階 住民課
窓口で再発行の手続きができます。申請から再発行分の発送まで
は、約3週間を要します。

確定申告に使用できる医療費通知を送付します
問住民課 国民健康保険係　☎ 932-1467（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線117）

手続きはお済みですか？
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子育て支援課からのお知らせ


